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 教育委員会では、児童のより一層の安全を確

保することを目的に、平成27年度から平成29

年度の3年間で、全区立小学校（29校）の通学

路に、防犯カメラを設置します。 

新宿区立小学校の通学路に 
防犯カメラを設置します 

◆ 防犯カメラの設置・運用にあたっては、以下の設定・機能に 

  よって、住民プライバシーの保護を徹底します。 
 

 

撮影対象は原則として通学路のみであり、民家や私有地などが

映り込んでしまうことがないよう、丌要な部分にはマスキング

（塗り潰し）を施します。 

 

 

 

記録装置は施錠管理します。 

 

画像の保存期間は原則として7日間とし、順次、自動的に上書

き消去します。 

 

防犯カメラにはモニター（画面）は設置しません。 

 

画像の外部提供については、事件捜査のため警察 

から公文書による請求があった場合などに限定し、 

それ以外の目的に使用することはありません。 

住民プライバシーへの配慮 

※ マスキングされた部分は録画そのものを行わないため、 

  後から閲覧可能な状態に戻すことはできません。 

● 区立小学校の通学路にある電柱を中心に、1校につき5台程度 

  防犯カメラを設置します。（通学路の状況に応じて、5台を超 

  える設置も行います） 

 

● 児童に等しく安心を不える観点から、通学する児童がいずれか 

  の通学路防犯カメラに映る場所を、基本的な設置場所とします。 

 

● 町会や商店会などが管理している防犯カメラの設置状況を踏まえ、 

  効果的・効率的に設置します。 

 

● 設置場所はＰＴＡの意見及び警察署の助言を踏まえて小学校が 

  選定し、教育委員会にて決定します。 

設置の基本方針 

 平成27年度は区立小学校10校に防犯カメラを設置します。 

 

【 歳 出 】 

  ○ 工事請負費（防犯カメラ本体、設置工事費等）  24,225 千円  

  ○ 需用費（交換用記録媒体、電気代）  876 千円  

  ○ 委託料（保守委託費等）  726 千円 

  ○ 使用料及び賃借料（電柱共架料）  78 千円 

【 歳 入 】 

  〇 東京都通学路防犯設備整備補助金  9,500 千円 

平成27年度予算の概要 


